
これまで NPO 法人には決まった会計の基準がなく、各法人が各々の書式で決算書

類を作成していた現状がありました。平成 23 年 6 月、NPO 法改正を受けて、NPO

法人が信頼性を高め、より多くの市民から理解と協力を得ることを目的に、平成

24 年より「NPO 会計基準」が適用されることになりました。

今回は NPO 会計に精通する税理士を講師に招き、従来の会計処理の相違点などを

説明し、NPO 法人経理担当者の疑問・質問に応えます!

～ＮＰＯ会計基準を導入しよう～

場所日時

静岡県東部地域交流プラザ３階

ミーティングルームＢ

講師

木村美都子税理士事務所

木村 昌宏 氏

対象者

ＮＰＯ法人経理担当者

参加費

無 料
※希望者はＮＰＯ会計基準冊子 550 円

定員

10 名

主催 特定非営利活動法人 静岡県東部パレット市民活動ネットワーク

〒４１０－０８０１ 静岡県沼津市大手町１－１－３

TEL：０５５－９５１－８５００ FAX：０５５－９５２－１４３３

E-mail ： mail@palnet.jp



FAX ： ０５５－９５２－１４３３

特定非営利活動法人

静岡県東部パレット市民活動ネットワーク 行

申込期間は１月 21 日迄。定員は１０名です。

ＮＰＯ会計基準勉強会（1/24）
申込書

団体名

氏 名 年齢 性別 男 女

郵送先住所

〒 －

電 話 FAX

e－mail

●ご参考までに、この講座は何でお知りになりましたか？（ ○をつけて下さい。複数可 ）

① 東部パレットからのＤＭ、パレットだより ② ＨＰ、ブログ ③ メルマガ

④ 東部パレット内チラシ ⑤ 行政関係の情報・広報等 ⑥ 口コミ

⑦ 新聞（ 新聞） ⑧ その他（ ）

＜質問＆相談事項＞

☆ お預かりする個人情報は、法規及び当法人の管理規定に則り、適正に管理させていただきます。

本講座の開催や受講者との連絡のために使用し、その他の目的には使用することはありません。

特定非営利活動法人静岡県東部パレット市民活動ネットワーク tel：055-951-8500 fax:055－952－1433

〒410-0801 静岡県沼津市大手町１－１－３ http://palnet.jp/

FAX 送信
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http://palnet.jp/

